
平成２０年瑞穂町教育委員会第４回定例会 会議録 
 
 
平成２０年４月１６日瑞穂町教育委員会第４回定例会が瑞穂町ビューパーク・スカイホールに招集された。 
 
１ 出席委員は，次のとおりである。 
  １番 吉野 ゆかり 君 ・ ２番 吉岡 康 君 ・ ３番 大澤 利夫 君 ・ ４番 岩田 良男 君 
  ５番 岩本 隆 君   
１ 欠席委員は，次のとおりである。 
  なし 
１ 教育長及び委員会に出席した職員は，次のとおりである。 
  教育長 岩本 隆 君 ・ 教育部長 村山 正利 君 ・ 学校教育課長 村野 香月 君 ・ 学校教育課主幹 谷合 しのぶ 君 
  社会教育課長 横沢 真 君 ・ 図書館長 桶田 潔 君 ・ 課長補佐（事務局） 横澤 和也 君 
１ 本日の傍聴者 ０名 
１ 本日の議事日程は，次のとおりである。 
  日程第１ 会議録署名委員の指名 
  日程第２ 委員長・教育長 業務報告 
  日程第３ 報告事項１ 町民体育祭運営委員会設置要綱の一部改正について 
  日程第４ 報告事項２ 町民体育祭検討委員会設置要綱の一部改正について 
  日程第５ 議案第３１号 瑞穂町青少年委員の委嘱について 
  日程第６ 議案第３２号 瑞穂町体育指導委員の委嘱について 
  日程第７  議案第３３号 瑞穂町文化財保護審議会委員の委嘱について 
 

開会  午後 ３時００分 



岩田委員長   只今の出席委員は，５名であります。定足数に達しておりますので，これより平成２０年瑞穂町教育委員会

第４回定例会を開催いたします。 
        ただちに本会議を開きます。 
        本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 
 
岩田委員長   日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は，会議規則第２８条の規定により，委員長

において，２番 吉岡委員を指名します。 
 
岩田委員長   日程第２ 諸報告を行います。初めに教育長より報告願います。 
岩本教育長   業務報告につきましては，別紙記載のとおりでございます。 
岩田委員長   私からは，羽村･瑞穂地区学校給食組合の教育委員会がございまして，１９年度に引き続き，委員長の指名推

薦を受けましたので，羽村･瑞穂地区学校給食組合教育委員会の委員長を引き受けることになりました。職務

代理者には同じく岩本教育長が再任されました。報告につきましては以上です。何か質疑がありましたら，

お願いします。 
各委員     （質疑なし） 
岩田委員長   質疑もないようですので，以上で諸報告を終了いたします。 
 
岩田委員長   日程第３ 報告事項１ 町民体育祭運営委員会設置要綱の一部改正について教育長より説明願います。 
 
岩本教育長   報告事項１ 町民体育祭運営委員会設置要綱の一部改正についての報告を申し上げます。主な内容ですが，

部制の導入に伴い，社会教育課を教育委員会教育部社会教育課に改めるものであります。以上，報告とさせ

ていただきます。 

 

       以上で説明が終わりましたので，これより質疑に入ります。何か質疑がありましたら発言を許します。 
  （ 質 疑・応 答 ） 



 
      質疑もないようですので，質疑を終結いたします。 

 
岩田委員長  日程第４ 報告事項２ 町民体育祭検討委員会設置要綱の一部改正について教育長より説明願います。 
 
岩本教育長  報告事項２ 町民体育祭検討委員会設置要綱の一部改正についての報告を申し上げます。主な内容ですが，部

制の導入に伴い，「社会教育課」を「教育部社会教育課」に改めるものであります。以上，報告とさせていただ

きます。 

 
岩田委員長  以上で説明が終わりましたので，これより質疑に入ります。何か質疑がありましたら発言を許します。 

  （ 質 疑・応 答 ） 
 

      質疑もないようですので，質疑を終結いたします。 
 

以上で報告事項を終わります。 
 
岩田委員長  日程第５ 議案第３１号瑞穂町青少年委員の委嘱についてを議題といたします。教育長より提案理由の説明を

求めます。 
 
岩本教育長  議案第３１号瑞穂町青少年委員の委嘱についての提案理由を申し上げます。瑞穂町青少年委員の設置及び報酬

に関する条例第３条の規定により，下記の者を委嘱したいので，本案を提案するものであります。任期は，平

成２０年５月1日より平成２２年３月３１日までとするものであります。この件につきましては，前回３月３

１日の臨時教育委員会において４名が未決定でありましたが，今回２名を提案するものであります。 
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 生年月日，住所については，記載のとおりであります。 



        慎重ご審議をいただきまして，ご決定を賜りますようお願い申し上げまして，提案理由の説明といたします。 

 
岩田委員長  以上で説明が終わりましたので，これより質疑に入ります。何か質疑がありましたら発言を許します。 

  （ 質 疑・応 答 ） 

吉野委員   先ほどの教育長の説明では，４名未決定中の２名ということですが，あと２名はどのようになっているのでし

ょうか。 
岩本教育長  今，交渉中でございまして，もう少しで承諾を得られるのではないかと思っております。鋭意努力をしており

ます。 
 
岩田委員長  ほかに何か質疑はございませんでしょうか。 
 
岩田委員長  それでは質疑もないようですので，質疑を終結いたします。人事案件ですので討論は省略いたします。 

それではお諮りします。議案第３１号瑞穂町青少年委員の委嘱についてを原案どおり可決することに異議あり

ませんか。 
（異議なし） 

岩田委員長  異議なしと認め，よって議案第３１号は原案どおり可決されました。 
 
岩田委員長  日程第６ 議案第３２号 瑞穂町体育指導委員の委嘱についてを議題といたします。教育長より提案理由の説

明を求めます。 
 
岩本教育長  議案第３２号 瑞穂町体育指導委員の委嘱についての提案理由のご説明を申し上げます。瑞穂町体育指導委員

に関する規則第２条第２項の規定に基づき，下記の者を委嘱したいので，本案を提出するものであります。 

任期は平成２０年５月1日より平成２２年３月３１日までとするものです。この件につきましては，前回３月

３１日の臨時教育委員会において２名が未決定であり，今回１名を提案するものであります。 



氏名 西村
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はじめ

 生年月日，住所については，記載のとおりであります。慎重ご審議をいただきまして，ご

決定を賜りますようお願い申し上げまして，提案理由の説明といたします。 

 

岩田委員長  以上で説明が終わりましたので，これより質疑に入ります。何か質疑がありましたら発言を許します。 
  （ 質 疑・応 答 ） 

岩田委員長  質疑もないようですので，質疑を終結いたします。人事案件ですので討論は省略いたします。 
      お諮りします。議案第３２号瑞穂町体育指導委員の委嘱についてを原案どおり可決することに異議ありませんか。 

（異議なし） 
岩田委員長  異議なしと認め，よって議案第３２号は原案どおり可決されました。 
 
岩田委員長  日程第７ 議案第３３号瑞穂町文化財保護審議会委員の委嘱についてを議題といたします。教育長より提案理

由の説明を求めます。 
 
岩本教育長  議案第３３号瑞穂町文化財保護審議会委員の委嘱について，提案理由のご説明を申し上げます。 

 瑞穂町文化財保護条例第４１条の規定に基づき，下記の者を委嘱したいので，本案を提出するものであります。 

任期は平成２０年４月３０日より平成２２年３月３１日までとするものであります。 

       この件につきましては，前回３月３１日の臨時教育委員会において４名が未決定でありましたが，全員決定い

たしましたので，提案するものであります。 
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 生年月日，住所については，記載のとおりであります。慎重ご審議をいただきまして，ご決定を賜りますよう

お願い申し上げまして，提案理由の説明といたします。 

岩田委員長   以上で説明が終わりましたので，これより質疑に入ります。質疑がありましたら，発言を許します。 
                 （質疑なし） 



岩田委員長   それでは，質疑もないようですので，質疑を終結いたします。人事案件ですので討論は省略いたします。 
        それではお諮りします。議案第３３号瑞穂町文化財保護審議会委員の委嘱についてを原案どおり可決するこ

とに異議ありませんか。 
（異議なし） 

岩田委員長   異議なしと認め，よって議案第３３号は原案どおり可決されました。 
        以上をもって，本定例会に付議された案件は，すべて終了いたしました。 
        これにて平成２０年瑞穂町教育委員会第４回定例会を閉会いたします。 
        大変ご苦労様でした。 
 

閉会 午後３時１２分 
 
 
 

この会議録は，書記の記載したものであるが正確を証するためにここに署名いたします。 
 
      瑞穂町教育委員会委員長        
 
 
      瑞穂町教育委員会委員 
 


